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都
城
出
土
漆
紙
文
書
の
来
歴

一
　

は
じ
め
に

漆
紙
文
書
と
は
周
知
の
通
り
、
と
書
き
出
し
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
漆

紙
文
書
の
資
料
的
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
か
ら
四
半
世
紀
近
く
が
経
過
し
て

も
な
お
周
知
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
ま
ず
は
会
紙
文
書
の
何
た
る
か
に

つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
（民
。
漆
紙
文
書
と
は
、
曲
物
な
ど
の
木
製
品
、
杯

・

皿
な
ど
の
土
器
と
い
っ
た
漆
容
器
の
蓋
紙
に
用
い
ら
れ
た
反
古
紙
で
あ
る
。
漆

は
空
気
に
触
れ
て
硬
化
し
た
り
、
ほ
こ
り
を
か
ぶ
っ
た
り
す
る
と
使
い
物
に
な

ら
な
く
な
る
の
で
、
漆
の
液
面
に
密
着
す
る
よ
う
に
紙
を
か
ぶ
せ
て
蓋
と
す
る
。

漆
は
乾
燥
し
て
固
体
に
な
る
の
で
は
な
く
、
空
気
中
の
酸
素
や
水
分
中
の
酸
素

に
触
れ
て
硬
化
す
純
。
従
っ
て
通
常
の
液
体
が
そ
う
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
、

紙
が
際
限
な
く
漆
を
吸

っ
て
毛
細
管
現
象
の
よ
う
に
外
に
し
み
出
す
こ
と
は
な

い
。
紙
に
は
漆
が
円
形
に
付
着
す
る
が
、
漆
が
し
み
込
ん
だ
部
分
だ
け
は
保
護

さ
れ
て
廃
棄
後
も
土
中
で
腐
る
こ
と
な
く
現
在
ま
で
残
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
漆
容
器
と
し
て
用
い
た
曲
物
、
或
い
は
構

・
桶
な
ど
に
つ
い
て
、
民

古

尾

谷

知

浩

俗
例
や
現
在
の
漆
工
房
に
お
け
る
使
用
例
を
み
る
と
、
漆
液
面
に
紙

（近
代
で

は
反
古
紙
で
は
な
く
渋
紙
を
用
い
る
例
も
あ
る
）
を
密
着
さ
せ
た
上
で
、
器
の

内
側
か
ら
竹
な
ど
で
作

っ
た
枠
を
は
め
て
押
さ
え
、
さ
ら
に
木
製
の
蓋
を
付
し

て
い
る
が
、
こ
の
状
態
で
漆
を
逗
搬
し
て
」
従
。
紙
で
蓋
を
し
た
木
製
円
形
容

器
で
漆
を
運
搬
す
る
こ
と
が
、
前
近
代
に
行
わ
れ
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は

大
い
に
議
論
す
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
は
、

わ
ざ
わ
ざ
実
験
を
す
る
ま
で
も
な
く
現
在
の
例
を
み
れ
ば
可
能
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
の
目
的
は
、
研
究
成
果
や
出
土
情
報
の
提
示
で
は
な
く
、
漆
紙

文
書
の
史
料
学
的
性
格
、
調
査
を
す
る
上
で
の
方
法
論
上
の
問
題
点
を
提
起
す

る
こ
と
に
あ
る
。
最
後
に
述
べ
る
予
定
で
あ
る
が
、
同
じ
出
土
文
字
資
料
と
い

っ
て
も
、
木
簡
と
漆
紙
文
書
と
で
は
そ
の
性
格
が
大
い
に
異
な
る
。
漆
紙
文
書

の
史
料
学
的
枠
組
み
を
示
す
こ
と
で
、
今
後
の
調
査
に
お
け
る
問
題
点
の
所
在

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

本
稿
の
前
提
と
な
る
研
究
と
し
て
は
、
ま
ず
平
川
南

「史
料
に
み
る
古
代
の

（腿
」
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
都
城
に
お
け
る
漆
の
貢
進
、
使
用



の
問
題
を
文
献
史
料
か
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
執
筆
当
時

の
事
例
蓄
積
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
肝
心
の
都
城
に
お
け
る
漆
紙
文
書
の
位
置

づ
け
は
、
そ
の
後
の
調
査
の
進
展
を
待
た
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
部
分
が
あ
っ

た
。
次
に
踏
ま
え
る
べ
き
研
究
は
玉
田
芳
英

「漆
付
着
土
器
の
研
究
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
漆
工
房
に
関
係
す
る
遺
物
と
し
て
の
土
器
を
扱

っ
た
も
の
で
、
漆
の
生

産
、
流
通
、
消
費
の
過
程
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
、
主

た
る
対
象
は
土
器
で
あ
る
た
め
、
曲
物
や
、
こ
れ
に
付
さ
れ
る
蓋
紙
に
つ
い
て

の
考
察
は
別
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
受
け
、
拙

稿

「都
城
出
土
漆
紙
文
書
の
特
質
」
で
は
、
漆
の
流
通
と
容
器
、
文
書
の
内
容
、

文
書
の
廃
棄
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
都
城
出
土
の
資
料
を
再
検
討
し
た
。
そ

の
上
で
、
漆
容
器
蓋
紙
に
用
い
る
反
古
紙
の
調
達
経
路
や
、
漆
自
体
の
流
通
経

路
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
予
察
的
な
も
の
で
あ
り
、
現
在
か

ら
み
る
と
不
充
分
な
点
が
多
い
。
そ
の
後
の
知
見
や
研
究
の
進
展
を
踏
ま
え
、

現
時
点
で
考
え
ら
れ
る
枠
組
み
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
（虻
。

な
お
、
議
論
の
進
め
方
と
し
て
、
ま
ず
は
枠
組
み
を
提
示
し
、
次
い
で
具
体

的
事
例
に
よ
る
検
証
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
議
論
の
前
提
自
体
が
周
知
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
、
事
例
が
増
加
し
た
と
は
い
え
、
帰
納
的
に
枠
組
み
を
導
き
出

す
ほ
ど
に
は
豊
富
で
な
い
こ
と
な
ど
の
事
情
が
あ
り
、
重
複
、
迂
遠
に
わ
た
る

こ
と
を
了
解
さ
れ
た
い
。

二
　
全
国
に
お
け
る
漆
紙
文
書
出
土
状
況

都
城
に
対
象
を
限
定
す
る
前
に
、
全
国
的
な
傾
向
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

筆
者
は
か
つ
て

「漆
紙

。
漆
紙
文
書
出
土
遺
跡

一
覧

（稿
と

を
作
成
し
た
。

こ
れ
を
み
る
と
、　
一
調
査
当
た
り
の
出
土
点
数
が
多
い
と
こ
ろ
と
少
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
東
北
の
城
柵
遺
跡
が
総
数
の
上
で
多
い
と
い
っ
て

も
、
ま
ん
べ
ん
な
く
出
土
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
大
量
に
出
土
し
た
遺
構

は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。　
一
方
、
都
城
に
つ
い
て
み
る
と
、
か
つ
て
は
出

土
点
数
が
少
な
い
と
い
う
印
象
が
あ
っ
た
が
、
平
城
京
跡
右
京
八
条

一
坊
十
四

坪
で
漆
紙
文
書
が
大
量
に
廃
棄
さ
れ
た
土
坑
が
検
出
さ
れ
、
点
数
の
上
で
遜
色

が
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
大
量
出
土
の
遺
構
が
み
つ
か
る
か
否
か
で
出
土
数

は
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
現
時
点
で
少
な
い
遺
跡
、
全
く
出
土
し
て
い
な
い

遺
跡
で
も
、
ひ
と
た
び
廃
棄
土
坑
が
み
つ
か
れ
ば
状
況
は

一
変
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
留
保
付
き
で
は
あ
る
が
、
各
都
城
の
傾
向
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

さ
し
あ
た
り
平
城
宮

・
京
と
比
べ
た
場
合
、
藤
原
宮
期
の
都
城
周
辺
で
は
出
土

例
が
な
い
の
に
対
し
、
長
岡
京
跡
の
出
土
例
が
、
都
の
存
続
期
間
の
短
さ
、
調

査
面
積
の
少
な
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
件
数
で
は
遜
色
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
指

摘
で
き
る
。
後
述
す
る
が
、
長
岡
京
跡
出
土
資
料
で
は
大
形
の
蓋
紙
が
出
土
し

て
い
る
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
藤

原
宮
期
で
は
反
古
紙
の
供
給
量
が
少
な
く
、
長
岡
京
期
に
ま
で
降
る
と
増
加
し
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た
と
い
う
こ
と
の
反
映
で
あ
る
、
と
い
う
側
面
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
長

岡
京
期
は
短
い
と
は
い
え
、
造
営
工
事
や
調
度
品
製
作
の
頻
度
が
高
い
と
い
う

理
由
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
に
も
背
景
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

〓
一　
漆
塗
り
作
業

の
行
わ
れ
る
場

次
に
、
出
土
点
数
の
多
寡
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
漆
の
消
費
の
あ
り
方
に

つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
漆
の
大
量
使
用
の
場
と
し
て
建
設
現
場
が
考
え

ら
れ
る
。
宮
殿
、
官
衛
、
寺
院
な
ど
の
建
物
造
営
に
際
し
て
は
大
量
の
漆
が
短

期
間
に
必
要
と
さ
れ
る
。
具
体
例
と
し
て
は
多
賀
城
跡
第
九
次
調
査
出
土
資
料

や
、
秋
田
城
跡
第
五
四
次
調
査
出
土
資
料
が
あ
る
。
次
い
で
漆
塗
り
製
品
の
工

房
の
場
合
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
工
房
の
操
業
期
間
中
は
継
続
的
に
大
量
の
漆

が
消
費
さ
れ
る
。
具
体
例
と
し
て
は
平
城
京
跡
右
京
八
条

一
坊
十
四
坪
出
土
資

料
や
、
鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
出
土
資
料
が
あ
る
。
こ
の
他
、
小
規
模
な
接
着
、
調
度

品
の
補
修
の
よ
う
な
、
個
別
的
な
漆
塗
り
作
業
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ

れ
は
ど
こ
で
も
行
わ
れ
得
る
こ
と
で
、　
一
回
的
に
、
少
量
の
漆
が
使
用
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
漆
の
消
費
段
階
の
あ
り
方
は
い
く
つ
か
の
類
型
に
分
け
ら
れ

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
、
反
古
紙
の
供
給
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
か
。
建
設
現
場
の
場
合
は
、
大
量
の
反
古
紙
の
ス
ト
ッ
ク
が
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
供
給
さ
れ
、
し
か
も
短
期
間
に
廃
棄
さ
れ
た
文
書
が

一
括
で
払
い
下
げ
ら
れ

る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。　
一
方
漆
工
房
の
場
合
は
、
や
は
り
大
量
の
ス
ト

ッ
ク
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
払
い
下
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
比
較
的
長
期
に
わ

（９
）

た
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
文
書
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、

個
別
の
漆
塗
り
作
業
の
場
合
は
、
作
業
し
た
場
で
個
別
に
廃
棄
さ
れ
た
文
書
が

使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
工
人
が
容
器
と
と
も
に
持
参
し
た
蓋
紙
で
あ
る

場
合
も
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
漆
紙
文
書
で
あ
っ
て
も
、
反
古
紙
が
供
給
さ
れ
た
経
緯

は
漆
消
費
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
　
漆

の
生
産
、
運
搬
、
保
管
、
消
費

の
過
程
と
蓋
紙

前
節
で
は
量
的
な
問
題
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
次
に
や
や
詳
細
に
漆
作
業
の

ど
の
段
階
で
蓋
紙
が
用
い
ら
れ
た
の
か
を
み
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
漆

（
１０
）

の
生
産
か
ら
消
費
に
至
る
過
程
を
復
元
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

木
か
ら
取
れ
た
ま
ま
の
状
態
の
未
精
製
の
漆
を
生
漆
と
よ
ぶ
。
現
在
は
漆
を

木
か
ら
採
取
し
た
直
後
は
曲
物
桶
に
入
れ
る
が
、
古
代
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ

る
。
次
い
で
、
ク
ロ
メ
と
い
っ
て
、
盤
な
ど
の
大
形
の
平
た
い
容
器
に
入
れ
て
、

紫
外
線
も
し
く
は
熱
を
当
て
な
が
ら
攪
拌
し
、
精
梨
す
る
。
精
製
作
業
は
漆
の

生
産
地
で
行
う
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
消
費
地
で
行
う
場
合
も
あ
ろ
う
。
消
費
地

で
あ
る
平
城
京
跡
右
京
八
条

一
坊
十
四
坪
で
は
ク
ロ
メ
に
用
い
た
と
思
わ
れ
る

盤
の
破
片
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
に
は
内
面
か
ら
口
縁
部
に
か
け
て
漆
の
膜



が
何
層
に
も
重
な
っ
て
付
着
し
て
い
る
。
同
じ
盤
を
何
回
も
繰
り
返
し
て
使

っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

生
産
地
か
ら
消
費
地
ま
で
運
搬
す
る
に
は
、
須
恵
器
の
平
瓶
、
長
頸
壺
の
よ

う
な
こ
に
入
れ
る
場
合
と
、
直
径
二
Ｏ
ｃｍ
前
後
以
上
の
大
、
中
型
の
曲
物
に
入

れ
る
場
合
が
あ
る
。
須
恵
器
壺
を
運
搬
に
使
用
し
た
根
拠
と
し
て
、
持
ち
逗
ぶ

た
め
に
納
め
た
籠
の
痕
跡
が
付
着
し
て
い
る
資
料
が
あ
る
こ
と
や
、
平
城
宮

。

京
跡
出
土
資
料
の
中
に
、
例
え
ば

「余
戸
郷
／
道
□
部
／
鴨
麻
呂

（底
部
外

面
と

「船
木
郷
漆
／／．酬
ヵ
（〕底
部
外
面
と

「□

一
合
／
□
石
勝

（体
部
外
配
と

「□
井
／

一
升

一
合

（底
部
外
面
、
行
の
向
き
は
ほ
ぼ
直
（楚
こ

と
い
つ
た
郷

名
、
人
名
、
量
の
墨
書
銘
を
有
す
る
資
料
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
底
部

に
墨
書
し
て
い
る
も
の
は
、
漆
を
入
れ
る
前
、
つ
ま
り
貢
納
元
で
記
入
し
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
通
常
の
置
き
方
で
は
見
え
な
い
こ
と
、
全
て
の
容
器
に

記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
都
で
の
検
収
目
的
の
た
め

に
は
不
適
当
で
あ
る
が
、
平
城
宮

。
京
跡
出
土
資
料
の
場
合
、
そ
の
容
器
で
地

方
か
ら
漆
が
京
進
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。　
一
方
、
山
物
、
或

い
は
円
形
の
本
製
容
器
で
漆
を
運
搬
し
た
根
拠
と
し
て
は
、
時
代
は
降
る
が
室

町
時
代
の
東
寺
領
新
見
荘
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
永
四
年

（
一
五
二
四
）

最
勝
光
院
方
評
定
引
付
の
二
月
四
日
の
項
や
、
大
永
八
年

（享
禄
元
、　
一
五
二

八
）
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
の
六
月

一
七
日
の
項
を
み
る
と
、
新
見
荘
か
ら
東

（
・４
）

寺
に
桶
で
漆
が
納
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
曲
物
で
は
な
く
、

結
物
の
桶
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
蓋
紙
に
つ
い
て
は
同
様
と
考
え
て
よ
い
。

さ
て
、
漆
は
消
費
地
ま
で
逗
ば
れ
た
後
、
実
際
に
使
用
さ
れ
る
時
ま
で
保
管

さ
れ
る
が
、
運
搬
容
器
の
ま
ま
保
管
す
る
場
合
と
、
大
き
な
甕
の
よ
う
な
容
器

に
ま
と
め
る
場
合
が
あ
る
。
実
際
の
消
費
時
点
で
は
小
型
の
曲
物
や
重
に
取
り

分
け
る
場
合
が
あ
り
、
さ
ら
に
杯
や
皿
な
ど
の
土
器
に
小
分
け
に
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
曲
物
を
漆
使
用
時
点
で
用
い
た
根
拠
と
し
て
は
、
日
縁
部
に
刷
毛
置

き
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ
る
凹
形
の
加
工
が
し
て
あ
る
資
料
が
あ
る
。
塗
る
直
前

に
は
杯
な
ど
を
パ
レ
ツ
ト
と
し
て
用
い
る
が
、
同
時
に
使
用
す
る
道
具
と
し
て

刷
毛
、
箆
、
タ
ン
ポ
、
漆
濾
し
布

。
紙
な
ど
が
あ
る
。

漆
の
生
産
か
ら
消
費
に
至
る
ま
で
は
以
上
の
よ
う
な
諸
段
階
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
お
い
て
目
的
に
合
わ
せ
て
容
器
が
用
い
ら
れ
る
が
、
蓋
紙
が
用
い
ら
れ

る
の
は
由
物
、
杯
の
み
で
あ
る
。
出
土
し
た
蓋
紙
が
付
さ
れ
て
い
た
の
が
曲
物

で
あ
る
か
杯
で
あ
る
か
は
、
縁
辺
部
の
形
状
で
区
別
で
き
る
場
合
が
あ
る
。　
一

方
、
ク
ロ
メ
用
の
盤
は
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
で
漆
を
保
管
し
た
と

は
考
え
が
た
い
の
で
、
蓋
紙
を
付
す
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
逗
搬
用
の

壺
に
は
、
木
、
本
に
布
を
巻
い
た
も
の
、
布
、
藁
な
ど
で
栓
を
す
る
の
で
、
蓋

紙
は
用
い
な
い
。
中
の
漆
を
使
う
と
き
に
は
栓
は
固
着
し
て
取
れ
な
い
こ
と
が

多
い
の
で
、
頸
部
を
割

っ
て
取
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
破
断
面
に
漆
が

付
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
。
な
お
、
反
古
紙
は
蓋
紙
以
外
に
タ
ン

ポ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。

蓋
紙
の
復
元
直
径
は
、
大
型

（直
径
三
〇
―
三
五
伽
）
、
中
型

（
二
〇
―
二

五
伽
）、
小
型

（
一
五
銀
前
後
）
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
囃
ヽ
こ
れ
は
容
器
の
直
径
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に
規
制
さ
れ
る
。
大
ま
か
に
い
え
ば
、
大

。
中
型
の
も
の
は
運
搬
、
保
管
用
、

小
型
の
も
の
は
小
分
け
用
と
推
定
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
漆
紙
文
書
の
大
き
さ
や
形
態
か
ら
、
そ
の
資
料
が
漆
作
業

の
ど
の
段
階
で
、
ど
の
よ
う
な
容
器
に
付
さ
れ
て
い
た
の
か
を
推
定
す
る
必
要

が
あ
る
。

五
　
反
古
紙

の
供
給
元

前
節
ま
で
は
、
漆
紙
文
書
を
、
漆
作
業
主
体
が
道
具
と
し
て
使

っ
た
客
体
と

し
て
取
り
扱

っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
文
書
と
し
て
扱
う
た
め
に
は
、
発
信
主

体
か
ら
受
信
主
体
を
経
て
、
最
終
保
管
主
体
か
ら
廃
棄
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
、

つ
ま
り
文
書
の
伝
来
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
発
信
主
体
、
受
信
主
体
は
文
書

の
内
容
か
ら
推
定
す
る
と
し
て
も
、
出
土
文
字
資
料
の
場
合
、
最
終
保
管
主
体

が
ど
こ
で
あ
る
か
、
つ
ま
り
ど
こ
か
ら
廃
棄
さ
れ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
容

易
で
は
な
い
。
さ
ら
に
漆
紙
文
書
の
場
合
は
、
文
書
と
し
て
廃
棄
さ
れ
た
後
、

漆
塗
り
作
業
の
場
に

一
度
流
れ
て
か
ら
捨
て
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
文
書
と
し

て
廃
棄
し
た
主
誉
と
、
漆
蓋
紙
と
し
て
廃
棄
し
た
主
体
は
必
ず
し
も

一
致
し
な

い
。
出
土
遺
構
は
漆
塗
り
作
業
主
体
に
関
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
文
書
を
廃
棄
し

た
主
体
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

出
土
遺
跡
の
種
別
ご
と
に
考
え
て
み
よ
う
。
国
府
レ
ベ
ル
の
遺
跡
で
は
、
文

書
を
管
理
す
る
機
関
も
漆
を
大
量
に
消
費
す
る
機
関
も
限
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

文
書
廃
棄
主
体
と
漆
使
用
主
体
は

一
致
す
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
そ
の
主
体

が
、
文
書
が
捨
て
ら
れ
た
場
所
に
あ
る
施
設
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
も
推
定

可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
い
ず
れ
も
主
体
は
国
に
関
係
す
る
機
関
で
あ
る
と
推
定

で
き
る
。
そ
の
他
の
場
合
と
し
て
、
郡
か
ら
進
上
さ
れ
た
漆
容
器
と
と
も
に
も

た
ら
さ
れ
た
、
郡
廃
棄
の
文
書
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
文
書
の

内
容
に
よ
り
区
別
す
る
他
は
な
い
。
地
方
に
お
け
る
工
房
の
場
合
は
、
国
府
か

ら
廃
棄
さ
れ
た
文
書
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
こ
の
場
合
で
も
郡
レ
ベ
ル
か
ら
進
上

さ
れ
た
漆
容
器
に
付
着
し
た
、
郡
廃
棄
の
文
書
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

こ
れ
に
対
し
、
都
城
の
場
合
は
状
況
が
複
雑
で
あ
（誕
。
ま
ず
ヽ
地
方
か
ら
の

運
搬
容
器
が
須
恵
器
壼
で
あ
っ
た
場
合
、
反
古
紙
が
使
わ
れ
る
の
は
、
都
城
で

小
分
け
さ
れ
た
曲
物
、
杯
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
型
の
も
の
に
限
ら
れ
る
。

蓋
紙
は
都
城
で
付
さ
れ
る
た
め
、
在
京
諸
司
、
諸
家
、
諸
寺
か
ら
廃
棄
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
文
書
と
し
て
廃
棄
さ
れ
た
後
の
反
古
紙
供
給
経

路
を
考
え
て
み
る
と
、
直
接
漆
工
房
に
関
わ
る
官
司
か
ら
廃
棄
さ
れ
た
場
合
、

官
司
払
い
下
げ
の
反
古
紙
が
、
官
制
の
ル
ー
ト
を
経
て
流
れ
て
き
た
場
合
、
市

な
ど
に

一
度
流
れ
た
後
、
購
入
に
よ
り
調
達
さ
れ
た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

次
い
で
、
地
方
か
ら
の
運
搬
容
器
が
曲
物
で
あ
っ
た
場
合
は
、
別
の
可
能
性

も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
方
か
ら
京
進
さ
れ
た
時
点
で
は
、
地
方
官
行

（生
産
地
に
近
い
郡
か
、
進
上
主
体
で
あ
る
国
か
は
問
題
が
残
る
）
で
廃
棄
さ

れ
た
文
書
が
地
方
で
蓋
紙
と
し
て
付
さ
れ
、
中
身
の
漆
及
び
容
器
と
と
も
に
都

城
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
、
漆
を
使
用
す
る
に
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従
い
、
蓋
紙
を
取
り
替
え
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
は
都
城
で
廃
棄
さ
れ

た
文
書
が
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
運
搬
容
器
か
ら
小

分
け
さ
れ
た
杯
に
は
都
城
で
廃
棄
さ
れ
た
文
書
が
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
を
識
別
す
る
た
め
に
は
、
文
書
自
体
の
内
容
も
重
要
で
あ
る
が
、
漆

（
・９
）

容
器
の
墨
書
な
ど
も
踏
ま
え
、
漆
の
流
通
に
関
す
る
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

エハ
　
事
例
に
よ
る
検
証

さ
て
、
前
節
ま
で
は
机
上
の
枠
組
み
を
述
べ
た
が
、
次
に
具
体
的
な
事
例
に

基
づ
い
て
こ
れ
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
時
期
的
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

奈
良
県
飛
鳥
池
遺
跡

こ
れ
は
天
武
朝
か
ら
藤
原
京
の
時
代
の
、
漆
、
金
属
、
玉
な
ど
の
工
房
遺
跡

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
漆
紙
文
書
は
出
土
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く

木
製
の
曲
物
も
出
土
し
て
い
な
い
。
箆
、
刷
毛
な
ど
は
出
土
し
て
い
る
の
で
、

漆
の
付
着
し
た
木
製
品
は
遺
存
し
得
る
環
境
で
あ
り
、
も
し
曲
物
を
使

っ
て
い

れ
ば
出
土
す
る
は
ず
で
あ
る
。
漆
容
器
は
須
恵
器
壼
と
大
量
保
管
用
甕
と
パ
レ

ッ
ト
と
し
て
の
杯
、
つ
ま
り
土
器
の
み
で
あ
る
。
漆
紙
文
書
が
出
土
し
な
い
理

由
は
、
反
古
紙
の
供
給
が
少
な
く
、
蓋
紙
が
使
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
側
面
も

あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
曲
物
の
蓋
紙
に
つ
い
て
は
そ
れ
自
体
あ
り
得
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
杯
へ
の
蓋
紙
は
出
土
す
る
可
能
性
は
皆
無
で
は
な
い
が
、

小
型
の
も
の
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

平
城
京
跡

全
体
と
し
て
漆
逗
搬
用
須
恵
器
壺
も
出
土
し
て
い
る
が
、
漆
容
器
の
曲
物
も

出
土
し
て
い
る
。

（
２０
）

右
京
八
条

一
坊
十
四
坪
は
西
市
周
辺
に
位
置
す
る
工
房
遺
跡
で
あ
る
。
土
坑

か
ら
大
量
の
漆
紙
文
書
が
出
土
し
て
い
る
が
、
内
容
を
み
る
と
、
籍
帳
類
と
み

ら
れ
る
歴
（程
、
正
税
帳
類
と
み
ら
れ
る
稲
穀
関
係
帳
簿
、
仏
典
と
み
ら
れ
る
典

（紹
、
そ
の
他
が
あ
り
、
多
様
な
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
多
様
性
を
考
え

る
と
、
反
古
紙
の
供
給
元
は
単

一
の
官
司
で
あ
る
と
み
る
よ
り
は
、
複
数
の
機

関
と
み
た
方
が
よ
い
。
こ
の
遺
跡
は
工
房
で
あ
り
、
継
続
的
に
大
量
の
反
古
紙

が
必
要
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、
複
数
機
関
か
ら
さ
み
だ
れ
式
に
調
達
し

た
と
み
る
よ
り
は
、
市
に
近
い
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
多
様
な
反
古
紙
が

集
ま
っ
て
き
て
い
た
市
か
ら
購
入
し
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
場
合
、
文
書
自

体
の
作
成
、
発
信
、
受
信
、
保
管
、
廃
棄
に
関
わ
る
主
体
と
、
出
土
遺
跡
で
工

房
を
営
ん
で
い
た
主
体
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

左
京
八
条

一
坊
六
坪
に
あ
る
掘
立
柱
建
物
の
柱
抜
取
穴
か
ら
出
土
し
た
資
料

は
、
直
径
約

一
七
伽
の
曲
物
に
付
着
し
た
も
の
で
あ
（誕
。
漆
が
残
存
し
て
い
る

の
で
、
蓋
紙
の
付
け
替
え
回
数
は
少
な
い
と
想
像
さ
れ
る
。
内
容
を
み
る
と
、

オ
モ
テ
面
に
は
二
段
に
わ
た
り
小
子
、
小
女
の
歴
名
が
書
か
れ
、
年
齢
と
年
齢

区
分
を
細
字
双
行
に
記
す
。
そ
の
下
に
数
字
の
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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図 2 平城京跡右京八条一坊十四坪出土漆紙文書 (全て赤外線ビデオカメラによる画像)
番号は奈良国立文化財研究所『平城京右京八条―坊十三・十四坪発掘調査報告』1989

及び,同『年報 19991』 1999に従う

左部分

図3 平城京跡左京八条一坊六坪出土漆紙文書(右上:可視光線による画像 左上:赤夕腺デジタルカメラによる画像)
奈良国立文化財研究所『平城京左京人条一坊三・六坪発掘調査報告書』1985

及び,同 F年報 19981』 1998参照
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書
体
や
書
き
込
み
の
存
在
か
ら
考
え
て
、
正
式
の
京
進
文
書
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

行
政
事
務
の
末
端
で
使
用
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
漆
付
着
面
も
歴
名
で
あ

る
が
性
格
は
不
明
で
あ
る
。
書
体
か
ら
考
え
て
こ
ち
ら
が

一
次
文
書
で
あ
ろ
う
。

こ
の
文
書
が
平
城
京
で
廃
棄
さ
れ
た
と
す
る
と
、
京
職
で
保
管
さ
れ
て
い
た
可

能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
曲
物
に
付
着
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
す

れ
ば
地
方
で
廃
棄
さ
れ
た
文
書
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
残
念
な
が
ら
こ
の
資
料
は
木
質
部
分
は
失
わ
れ
て
い
る
の

で
検
証
で
き
な
い
が
、
曲
物
に
貢
納
に
関
わ
る
墨
書
が
あ
れ
ば
後
者
の
可
能
性

を
考
え
る
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
。

こ
の
他
、
宅
地
、
官
衛
か
ら
単
独
で
出
土
す
る
例
が
散
見
さ
れ
る
が
、
前
述

の
よ
う
に
、
当
該
遺
跡
に
あ
っ
た
機
関
か
ら
廃
棄
さ
れ
た
可
能
性
の
他
、
漆
工

人
が
外
部
か
ら
持
参
し
た
場
合
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
岡
京
跡

長
岡
京
跡
で
は
、
漆
運
搬
容
器
と
し
て
の
須
恵
器
壼
の
出
土
が
ほ
と
ん
ど
な

（２７
）い。
大
形
の
曲
物
自
体
の
出
土
は
な
い
が
、
そ
れ
に
付
さ
れ
て
い
た
直
径
二

〇
∽
以
上
の
蓋
紙
は
出
土
し
て
い
る
の
で
、
大
形
曲
物
を
使
用
し
て
い
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
地
方
か
ら
の
運
搬
は
曲
物
で
な
さ
れ
る
の
が
主
流
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
京
都
の
事
例
を
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
変
遷
を
考
え

る
こ
と
は
整
合
的
で
あ
る
。

左
京
二
条
二
坊
人
坪
は
官
外
の
工
房
遺
跡
で
あ
る
が
、
復
元
直
径
約
二
五
ｃｍ

の
漆
紙
文
書
が
出
土
し
て
」
礎
。
大
形
曲
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
小
分

け
用
で
は
な
く
運
搬
用
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
少
な
く
と
も

一
番
最
初
に
は
地

方
で
廃
棄
さ
れ
た
文
書
が
付
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
内
容
は
田
地
の
管
理

に
関
わ
る
帳
簿
で
あ
る
。
書
体
が
多
様
で
、
大
数
字
を
用
い
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
草
案
或
い
は
実
務
の
末
端
で
使
用
し
た
帳
簿
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
中
に
郡

の
記
載
が
あ
る
が
固
有
名
を
記
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
郡
レ
ベ
ル
以
下
で
機

能
し
た
帳
簿
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
単
独
の
条
件
か
ら
で
は
判
断
し
か
ね
る
が
、

以
上
の
諸
条
件
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
地
方
で
の
行
政
事
務
末
端
で
作
成
さ

れ
、
そ
こ
で
廃
棄
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
と
み
て
差
し
支
え
な
い
。

多
賀
城
跡

都
城
と
比
較
対
照
す
る
た
め
に
、
地
方
官
行
の
あ
り
方
も
み
て
お
こ
う
。

多
賀
城
政
庁
西
南
部
に
あ
る
土
坑
Ｓ
Ｋ

一
一
〇
四
か
ら
出
土
し
た
資
料
は
、

平
川
南
に
よ
り
取
り
上
げ
ら
（肥
、
漆
紙
文
書
と
遺
構
と
の
関
係
を
考
え
る
た
め

の
格
好
の
材
料
と
な
っ
て
い
る
。
年
代
は
宝
亀

一
一
年

（七
八
〇
）
か
ら
廷
暦

二
年

（七
人
三
）
に
限
ら
れ
、
短
期
間
に
作
成
、
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

内
容
か
ら
考
え
る
と
、
陸
奥
国
か
ら
廃
棄
さ
れ
た
反
古
文
書
が
ほ
ぼ

一
括
し
て

蓋
紙
と
し
て
調
達
さ
れ
、
宝
亀

一
一
年
の
政
庁
焼
失
後
の
復
興
事
業
に
伴
い
用

い
ら
れ
、
そ
の
場
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
文
書
の
最
終

保
管
主
体
と
、
漆
塗
り
作
業
主
体
は
い
ず
れ
も
陸
奥
国
に
関
係
し
、
し
か
も
廃

棄
場
所
も
陸
奥
国
の
施
設
で
あ
る
。
な
お
、
漆
紙
文
書
の
大
き
さ
を
み
る
と
大



形
の
も
の
が
あ
り
、
漆
容
器
と
し
て
の
須
恵
器
壼
の
出
土
が
み
ら
れ
な
い
こ
と

か
ら
し
て
（樫
、
漆
の
運
搬
、
保
管
に
は
曲
物
を
使
用
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
場
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、
漆
の
生
産
地
か
ら
曲
物
で
運
搬
し
て
き

た
と
し
て
も
、
蓋
紙
の
供
給
元
は
内
容
か
ら
み
て
陸
奥
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
例
の
場
合
、
文
書
に
関
わ
る
主
体
は
比
較
的
単
純
に
国
に
限
定
し
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
い
で
多
賀
城
市
山
王
遺
跡
の
溝
Ｓ
Ｄ

一
人
○
か
ら
出
土
し
た
資
料
を
み
て

み
よ
う
。　
一
号
文
書
は
、
記
載
内
容
か
ら
郡
里
制
ま
た
は
郷
里
制
下
の
も
の
で
、

か
つ
苅
田
郡
が
建
て
ら
れ
た
養
老
五
年

（七
二

一
）
以
降
の
も
の
あ
る
と
判
断

で
き
る
。
二
号
文
書
は
天
平
宝
字
七
年

（七
六
三
）
の
具
注
暦
で
あ
る
。
同
じ

遺
跡
か
ら
漆
作
業
に
関
わ
る
木
簡
も
出
土
し
て
い
る
ほ
か
、
漆
容
器
の
重
も
伴

出
し
て
い
る
。
陸
奥
国
で
も
、
人
世
紀
半
ば
ま
で
は
壷
を
漆
容
器
と
し
て
用
い

て
い
る
が
、
後
半
に
は
曲
物
が
卓
越
す
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

七
　
お
わ
り
に

論
点
が
錯
綜
し
た
が
、
以
上
の
内
容
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

都
城
へ
の
漆
の
運
搬
容
器
は
、
藤
原
宮
期
は
須
恵
器
壷
に
限
ら
れ
、
平
城
京

期
は
須
恵
器
重
と
山
物
が
併
存
す
る
長
い
過
渡
期
に
当
た
り
、
長
岡
京
期
は
ほ

ぼ
曲
物
の
卓
越
す
る
時
代
と
な
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
都
城
に
お
け
る
漆
蓋
紙

用
反
古
紙
の
来
歴
を
考
え
る
と
、
漆
作
業
主
体
自
身
が
廃
棄
し
た
文
書
、
漆
作

業
主
体
が
官
制
の
つ
な
が
り
な
ど
に
よ
り
払
い
下
げ
を
受
け
た
反
古
文
書
、
漆

作
業
主
体
自
身
が
市
な
ど
か
ら
調
達
し
た
反
古
文
書
、
二
人
が
作
業
現
場
に
個

別
に
も
た
ら
し
た
反
古
文
書
の
ほ
か
、
京
進
さ
れ
た
漆
の
曲
物
容
器
と
と
も
に

も
た
ら
さ
れ
た
地
方
廃
棄
の
文
書
の
可
能
性
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
可
能
性
を
列
挙
し
た
だ
け
で
何
ら
か
の
結
論
を
導
き
出
し
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
漆
紙
文
書
の
史
料
学
的
性
格
を
考
え
る
た
め
に
は
、
漆
塗
り
作
業

自
体
の
手
工
業
史
的
な
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
示
せ
た
と
思
う
。
つ
ま

り
、
文
書
の
内
容
だ
け
で
な
く
、
伴
出
す
る
姿
関
係
遺
物
を
総
合
的
に
検
討
し
、

工
房
の
生
産
手
段
や
、
材
料
の
調
達
経
路
、
漆
塗
製
品
の
供
給
経
路
を
復
元
し
、

工
房
の
設
置
主
体
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
中
で
反
古
紙

の
調
達
経
路
を
位
置
づ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
稿
に
お
い
て
木
簡
の
研
究
に
対
し
て
提
起
し
た
い
問
題
点
を
挙

げ
て
お
き
た
い
。
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
は
、
出
土
資
料

一
般
に
い
え
る

よ
う
に
、
廃
棄
さ
れ
た
資
料
で
あ
り
、
最
終
保
管
主
体
は
自
明
で
は
な
い
。
木

簡
の
史
料
学
的
性
格
を
考
え
る
た
め
に
は
、
遺
構
、
伴
出
遺
物
全
体
の
性
格
か

ら
こ
れ
を
推
定
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
困
難
さ
が
あ
る
。　
一
方
、

漆
紙
文
書
は
同
じ
く
廃
棄
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
が
、
木
簡
よ
り
さ
ら
に
も
う

一

段
階
の
伝
来
過
程
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
が
あ
る
。
漆
紙
文

書
の
廃
棄
主
体
は
漆
塗
り
作
業
主
体
で
あ
っ
て
、
文
書
の
最
終
保
管
主
体
と
は

必
ず
し
も
同

一
で
は
な
い
。
特
に
都
城
出
土
資
料
の
場
合
、
そ
の
関
係
は
複
雑

で
あ
る
。
文
書
の
内
容
と
、
遺
跡
、
遺
構
の
性
格
を
結
び
つ
け
る
の
は
、
木
簡

都城出土漆紙文書の来歴

183



の
場
合
よ
り
も
さ
ら
に
慎
重

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
。

註（
１
）

詳
細
は
平
川
南

「漆
紙
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
翁
漆
紙
文
書
の
研
究
』

一
九
八
九
年
、
吉
川
弘
文
館
、
初
発
表

一
九
八
五
年
）
参
照
。

（
２
）

松
田
権
六

『う
る
し
の
話
』
盆

九
六
四
年
、
岩
波
新
書
）

（
３
）

浄
法
寺
町
歴
史
民
俗
資
料
館

『浄
法
寺
町
歴
史
民
俗
資
料
館
収
蔵
資
料
目
録
第

一
集
　
浄
法
寺
の
漆
掻
き
と
浄
法
寺
塗
の
用
具
及
び
製
品
』

一
九
八
九
年

（
４
）

平
川
南

「史
料
に
み
る
古
代
の
漆
」
翁
漆
紙
文
書
の
研
究
』

一
九
八
九
年
、
吉

川
弘
文
館
）

（
５
）

玉
田
芳
英

「漆
付
着
土
器
の
研
究
」
全
文
化
財
論
叢
』
Ⅱ
、　
一
九
九
五
年
、
同

朋
舎
出
版
）

（
６
）

古
尾
谷
知
浩

「都
城
出
土
漆
紙
文
書
の
特
質
」
亀
奈
良
古
代
史
論
集
』
三
、　
一

九
九
七
年
）

（
７
）

本
稿
と
同
様
の
視
角
か
ら
の
指
摘
は
、
既
に
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城

京
左
京
八
条

一
坊
三

・
六
坪
発
掘
調
査
報
告
書
』
全

九
八
五
年
）
が
行

っ
て
い

る
。
六
坪
出
上
の
資
料
に
つ
い
て
、
六
坪
居
住
者
が
官
司
か
ら
払
い
下
げ
を
受
け

た
反
古
紙
で
あ
る
可
能
性
、
市
で
購
入
し
た
反
古
紙
で
あ
る
可
能
性
、
六
坪
居
住

者
自
身
が
廃
棄
し
た
反
古
紙
で
あ
る
可
能
性
、
漆
工
人
が
臨
時
に
六
坪
で
作
業
を

行
う
際
に
も
た
ら
し
た
可
能
性
、
な
ど
を
考
慮
し
た
上
で
、
漆
の
生
産
、
交
易
を

含
む
古
代
社
会
全
般
の
問
題
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
８
）

古
尾
谷
知
浩

「漆
紙

・
漆
紙
文
書
出
土
遺
跡

一
覧

（稿
と

（
『日
本
歴
史
大
事

典
』
四
、
二
〇
〇

一
年
、
小
学
館
）
。
な
お
、
こ
の
一
覧
表
に
お
け
る
出
土
点
数

は
出
典
の
報
告
書
に
従
っ
て
お
り
、
文
書
の
点
数
で
あ
る
場
合
や
破
片
の
点
数
で

あ
る
場
合
が
あ
つ
て
基
準
が
不
統

一
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
体
の
傾
向
を

知
る
上
で
は
問
題
は
な
か
ろ
う
。

（
９
）

漆
容
器
の
蓋
と
し
て
使
う
反
古
紙
は
多
寡
が
知
れ
て
い
る
が
、
建
設
現
場
や
工

房
で
使
う
紙
は
蓋
紙
に
限
ら
な
い
。
濾
過
に
用
い
た
り
、
タ
ン
ポ
に
用
い
た
り
す

る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
余
分
な
と
こ
ろ
に
付
着
し
た
漆
を
ふ
き
取
る
場
合
に
も
用
い

る
。
従
っ
て
漆
紙
文
書
と
し
て
残
る
も
の
は
ご
く

一
部
で
あ
っ
て
、
反
古
紙
自
体

は
さ
ら
に
大
量
に
必
要
で
あ
る
。

（
１０
）

本
節
に
つ
い
て
は
玉
田
前
掲
論
文
を
参
照
。

（
Ｈ
）

以
上
、
平
城
京
跡
右
京
八
条

一
坊
十

一
坪
、
西

一
坊
坊
間
大
路
西
側
溝
出
土
。

（
・２
）

以
上
、
平
城
宮
跡
東
方
官
衛
出
土
。

（
・３
）

大
永
四
年

（
一
五
二
四
）
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
　
一
一月
四
日

一
新
見
荘
去
年

［大
永
三
癸
未
］
分
公
用
之
内
、
漆
桶

［指
中
］
拾
、
同
小

桶

一
、
都
合
十

一
桶
、
此
内
指
中

一
桶
卜
小
桶

一
ハ
去
年
分
ノ
公
事
漆
二
支

配
、
残
指
中
九
桶
者
、
去
年
年
貢
分
二
可
有
支
配
之
由
、
衆
儀
了
、
拇
召
塗

師
、
如
例
シ
ホ
ラ
セ
了
。
（後
略
）

大
永
八
年

（享
禄
元
、　
一
五
二
八
）
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
　
エハ
月

一
七
日

一
新
見
荘
ヨ
リ
漆
桶

［サ
シ
ナ
カ
］
二
到
来
之
間
、
令
披
露
之
処
、
（中

略
）
今
日
召
塗
師
令
支
配
畢
。
（後
略
）

い
ず
れ
も

「東
寺
百
合
文
書
」
る
。
細
字
部
は

［　
］
内
に
示
す
。
こ
の
史
料

に
つ
い
て
は
名
古
屋
大
学
大
学
院
生

（当
時
）
の
川
戸
貴
史
氏
の
教
示
を
得
た
。

（
‐４
）

な
お
、
漆
が
東
寺
に
到
着
し
た
直
後
、
東
寺
は
塗
師
を
召
し
て
漆
を
絞
ら
せ
て

（不
純
物
を
除
い
て
精
製
さ
せ
て
）
い
る
。
寺
院
と
手
工
業
者
と
の
関
係
を
知
る

上
で
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。

（
・５
）

平
川
南

「漆
紙
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
（前
掲
註
１
）

（
‐６
）

鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
の
例
。
平
川
南

「律
令
制
と
東
国
」
盆
新
版
古
代
の
日
本
』
八

関
東
、　
一
九
九
二
年
、
角
川
書
店
）
を
参
照
。

（
‐７
）

都
城
に
お
け
る
反
古
紙
を
含
む
紙
の
流
通
に
つ
い
て
は
、
仲
洋
子

「写
経
用
紙

の
入
手
経
路
に
つ
い
て
」
翁
史
論
』
三
三
、　
一
九
人
〇
年
）
を
参
照
。

（
・８
）

反
古
紙
を
購
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
史
料
が
根
拠
と
な
る
。



「造
金
堂
所
解
案
」
（正
倉
院
文
書
続
修
三
六
、
『大
日
本
古
文
書

（編
年
文

書
産
　
一
六
、
二
七
九
頁
）

造
金
堂
所
解
　
申
請
用
銭
井
雑
物
等
事

合
銭

一
千
六
百
十
二
貫
九
百
五
十
四
文

（中
略
）

四
百
九
十
四
文
買
本
古
紙
九
百
八
十
九
張
直

［文
別
二
張
］

（後
略
）

（
・９
）

因
み
に
へ
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
木
簡
で
漆
の
付
札
の
例
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

（
２０
）

奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
京
右
京
八
条

一
坊
十
三

・
十
四
坪
発
掘
調
査

報
告
』
盆

九
八
九
年
）
、
及
び
古
尾
谷
知
浩

「平
城
京
右
京
八
条

一
坊
十
四
坪
出

上
の
漆
紙
文
書
」
（奈
良
日
立
文
化
財
研
究
所

『年
報

一
九
九
九
Ｉ
Ｉ
』

一
九
九

九
年
）
。
以
下
、
資
料
番
号
は
こ
れ
ら
に
従
う
。　
一
部
の
資
料
の
写
真
、
釈
文
に

つ
い
て
は
後
掲
図
２
参
照
。

資
料
番
号

一
―

一
六

資
料
番
号

一
七

。
補

一

資
料
番
号
三
二

・
三
三

鬼
頭
清
明

「日
本
古
代
の
都
市
の
前
提
に
つ
い
て
」
３
古
代
木
簡
と
都
城
の
研

究
』
二
〇
〇
〇
年
、
塙
書
房
、
初
発
表

一
九
九
三
年
）、
「古
代
都
城
の
庶
民
生
活

の
一
形
態
」
ｑ
同
上
』
、
初
発
表

一
九
九
四
年
）
で
は
、
こ
の
遺
跡
を
市
に
関
係

す
る
工
房
と
み
る
。
結
論
自
体
は
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る
が
、
官
に
関
係
す
る
工
房

で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
漆
紙
文
書
の
出
土
を
挙
げ
る
こ
と
に
は
従
え
な
い
。

純
粋
に
民
間
の
工
房
が
存
立
し
得
る
か
は
別
と
し
て
も
、
民
間
工
房
が
市
を
通
じ

て
官
の
反
古
文
書
を
調
達
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
京
左
京
人
条

一
坊
三

・
六
坪
発
掘
調
査
報
告

書
』
（
一
九
八
五
年
）、
及
び
古
尾
谷
知
浩

「平
城
京
左
京
八
条

一
坊
六
坪
ほ
か
出

土
の
漆
紙
文
書
」
（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『年
報

一
九
九
八
Ｉ
Ｉ
』
、　
一
九
九

八
年
）
。
写
真
、
釈
文
に
つ
い
て
は
後
掲
図
３
参
照
。

（
２６
）

古
尾
谷
知
浩

「平
城
京
左
京
八
条

一
坊
六
坪
ほ
か
出
土
の
漆
紙
文
書
」
で
は
、

曲
物
側
板
に
墨
書
が
あ
る
と
し
た
。
顕
微
鏡
で
観
察
し
た
と
こ
ろ
紙
の
繊
維
が
見

え
な
か
っ
た
た
め
、
そ
う
判
断
し
た
が
、
再
度
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
紙
が
な
い
と

し
て
も
木
質
自
体
も
残

っ
て
い
な
い
の
で
、
も
と
も
と
紙
に
書
か
れ
て
い
た
墨
書

が
、
紙
の
繊
維
が
失
わ
れ
て
も
漆
の
中
に
浮
い
た
状
態
で
固
ま
り
、
残

っ
た
も
の

と
判
断
し
た
方
が
良
い
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
。
こ
の
場
に
て
訂
正
し
た
い
。

（
２７
）

清
水
み
き
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
近
年
長
岡
京
跡
で
も
漆
を
入
れ
た
須
恵
器

壷
が
出
土
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
皆
無
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
稀

な
例
で
あ
る
。
型
式
や
編
年
に
つ
い
て
の
報
告
が
待
た
れ
る
。
編
年
に
よ
っ
て
は

平
城
京
時
代
に
京
進
さ
れ
た
漆
が
、
容
器
ご
と
長
岡
京
に
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性

も
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

（
２８
）
　

（財
）
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

・
向
日
市
教
育
委
員
会

『向
日
市
埋
蔵

文
化
財
調
査
報
告
書
』
四
三

（
一
九
九
六
年
）
、
及
び

『木
簡
研
究
』

一
八

（
一

九
九
六
年
）
。
釈
文
は
以
下
の
通
り
。

川
□
六
段
郡
戸
主
上
継
之
家
作
立
在
也

□
大
田
六
段

匹

霞

蚕

（
２９
）

平
川
南

「漆
紙
文
書
と
遺
跡

・
遺
構
」
翁
漆
紙
文
書
の
研
究
』

一
九
八
九
年
、

吉
川
弘
文
館
）

（
３０
）

桑
原
滋
郎

「多
賀
城
に
お
け
る
器
物
製
作
を
示
す
二

・
三
の
資
料
」
（宮
城
県

多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

中研
究
紀
要
』
五
、　
一
九
七
八
年
）
、
同

「出
土
遺
構
と

共
伴
遺
物
」
「紙
の
遺
存
し
た
原
因
に
つ
い
て
」
翁
多
賀
城
漆
紙
文
書
』

一
九
七

九
年
）

（
３．
）

多
賀
城
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

『山
王
遺
跡
Ｉ
』
盆

九
九
七
年
）

（
２．

）

（
２２

）

（
２３

）

（
２４

）

（
２５

）

都城出土漆紙文書の来歴
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謝
辞本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
次
の
方
々
の
ご
教
示
、
ご
協
力
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意

を
表
し
た
い
。

相
原
嘉
之
氏

（明
日
香
村
教
育
委
員
会
）
、
市
大
樹
氏

（奈
良
文
化
財
研
究
所
）
、
井
上

和
人
氏

（奈
良
文
化
財
研
究
所
）
、
岩
永
省
三
氏

（九
州
大
学
）
、
小
川
泰
子
氏

（国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
調
査
補
助
員
）
、
鐘
江
宏
之
氏

（弘
前
大
学
）
、
金
田
明
大
氏

（奈
良

文
化
財
研
究
所
）
、
川
越
俊

一
氏

（奈
良
文
化
財
研
究
所
）
、
北
村
有
貴
江
氏

（奈
良
女

子
大
学
大
学
院
生
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
調
査
補
助
員
）
、
小
池
綾
子
氏

（奈
良
文
化

財
研
究
所
調
査
補
助
員
）
、
篠
原
豊

一
氏

（奈
良
市
教
育
委
員
会
）
、
清
水
み
き
氏

（向

日
市
教
育
委
員
会
）
、
鈴
木
拓
也
氏

（近
畿
大
学
）
、
田
熊
清
彦
氏

（栃
木
県
埋
蔵
文
化

財
セ
ン
タ
ー
）
、
巽
淳

一
郎
氏

（奈
良
文
化
財
研
究
所
）
、
舘
野
和
己
氏

（奈
良
女
子
大

学
）
、
玉
田
芳
英
氏

（文
化
庁
）、
寺
崎
保
広
氏

（奈
良
大
学
）
、
中
岡
泰
子
氏

（奈
良

女
子
大
学
大
学
院
生
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
調
査
補
助
員
）
、
西
日
壽
生
氏

（奈
良
文

化
財
研
究
所
）
、
馬
場
基
氏

（奈
良
文
化
財
研
究
所
）、
日
野
久
氏

（秋
田
市
教
育
委
員

会
秋
田
城
跡
調
査
事
務
所
）
、
平
川
南
氏

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）
、
三
上
喜
孝
氏

（山
形
大
学
）
、
南
島
真
理
子
氏

（奈
良
文
化
財
研
究
所
調
査
補
助
員
）
、
三
好
美
穂
氏

（奈
良
市
教
育
委
員
会
）
、
八
木
典
子
氏

（前
奈
良
文
化
財
研
究
所
調
査
補
助
員
）
、
山

下
信

一
郎
氏

（文
化
庁
）
、
山
中
章
氏

（三
重
大
学
）
、
吉
川
聡
氏

（奈
良
文
化
財
研
究

所
）
、
渡
辺
晃
宏
氏

（奈
良
文
化
財
研
究
所
）




